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大阪市会は、平成17年度予算案や大阪市基本構想案などを審議する
３月定例会を３月１日から29日まで開きました。
予算案及び予算関連案件並びに大阪市基本構想案については、１日

の本会議で市長から説明を受け、３日、４日の本会議で各会派の代表
質問を行いました。その後、６常任委員会に所管別に付託し、質疑を
行いました。それぞれ主な論議は、別途掲載しているとおりですが、
特に市政改革、福利厚生・人事給与制度について活発な論議が交わさ
れました。そして委員会審査を経た後、29日の本会議において賛成多
数により、附帯決議（P5に掲載）を付して原案どおり可決しました。
このほか、この定例会では、「平成16年度大阪市一般会計補正予算」

や「市政の信頼回復に関する決議案」など合わせて117件の案件を議決
しました。

本会議での審議の模様

　3月3日の本会議で自由民主党・市民クラブ、民主党・市民連合、公明党が、
翌4日の本会議で日本共産党、自由民主党・市民クラブが、それぞれ予算案
等に対する代表質問を行いました。その質問の中から主なものを紹介します。 

各  会  派  の  代  表  質  問 

●市政改革について
市政を労働組合から市民の手に取

り戻し、「市民の市民による市民のた
めの市政」を構築しなければならない。
長年にわたる身内の論理に慣らされた
結果、大阪市内部の感覚が市民の常識
や民間の感覚と大きくかけ離れている
ことも大きな問題である。市長がリー
ダーシップを発揮して、大阪市政全体
を大改革する必要がある。市政改革の
断行に向けた考え方と決意を問う。

今後の労使関係にあたっては、市
側が行政責任と確固たる主体性を持っ
て交渉に臨み、市民に見える形で、労
働組合と節度と緊張感のある関係をも
っていく。また、市政改革本部を設置し、
新たな行財政運営システムの構築や、
市政運営にかかる重要な課題の解決等
に向け取り組む。この改革を固い決意
で実行・実現することで、市民からの信
頼を回復し、新しい時代のモデルとな
る都市をつくり上げる決意である。

答

問

●財政再建について
現在の財政構造改革のスタンスは

市民には、改革とは名ばかりで、市民
へのしわ寄せと映っている。この意味
では、予算案に計上されている職員の
福利厚生に関わる166億円の削減案は
不十分である。これまで以上にスピー
ド感をもった思い切った改革と本当の
意味で市民の側に立ち、市民感覚に立
った改革を進めていくべきである。

166億円の見直し案は改革の第一
歩であり、引き続き福利厚生・給与制
度全般にわたり、ゼロベースで総点
検・見直しを行い、スピード感のある改
革に取り組む。また現在、行動計画を
策定しており、行政自らの徹底した行
財政運営コストの縮減に努めるととも
に、現在の社会情勢や市民ニーズにそ
ぐわない事業については、真に必要な
人に適切にサービスが提供できるよう、
前例にとらわれず見直す等、市民理解
が得られる財政構造改革に努める。

答

問

●学校の安全確保について
教職員が登下校の際に校門で子ど

もたちを見守り、授業中は校内を巡回
する等の体制づくりはもちろんのこ
と、学校・家庭・地域が力を合わせて、
安全確保に向けて取り組むことが大切
である。また、子どもたち自身が暴力
から自分を守るための知識や技能を持
てるようにするＣＡＰプログラム等の
取り組みが有効であり、これらの方策
を全校園で早急に実施すべきである。

「安全（防犯）対策マニュアル」
を見直すとともに、教職員による登校
指導等、安全体制の一層の確立に努め
る。また、子どもの安全にかかる情報
を学校・保護者・地域の関係者に電子
メールで配信し、子どもを守る地域づ
くりを一層進める。ＣＡＰプログラム
については、今後実施する学校園が増
加するよう取り組むとともに、所轄の
警察署と連携した防犯訓練等の充実に
取り組む。

答

問

●防災対策について
東南海・南海地震による津波は大

阪港に約２時間で到達し、高さは平均
して約２ｍと予測されている。大阪港
の防潮堤は高さや耐震面で安全性は確
保されているが、津波到達時までに
360基の防潮扉を確実に閉鎖する体制
が必要である。また万が一を想定して、
ハザードマップを活用して浸水被害、
避難場所等を市民に周知し、防災意識
を向上させる取り組みが必要である。
24時間体制で閉鎖状況等の集中監

視を行う港湾防災センターを設置し、
地元水防団と連携を図りつつ、２時間
以内に全防潮扉を閉鎖する体制を整え
ている。さらに予期せぬ事態に備え、
迅速かつ充実した応援体制がとれるよ
う検討する。また津波などの浸水に対
する避難や行動について示したハザー
ドマップを17年度に全戸配布すると
ともに、様々な手段を用いて市民の防
災意識の向上に努めていく。

答

問

●教育について
今学校に求められているのは、子

ども一人一人を大切にする教育、どの
子も分かるまで教えてくれる教育であ
り、全国の大きな流れとなっている
30人学級に足を踏み出すべきである。
また、学校給食は、正しい食事のあり
方と望ましい食習慣を身につける大切
な教育の場であり、急激な発達を遂げ
る中学生の時期の給食実施を早急に行
うべきである。

問

財政総務委員会
新しい総合計画の策定は
新しい大阪市基本構想を実現する

ため、基本計画の策定において、アジ
ア諸国との物流や人の交流の拡大、多
様な人材の育成や活躍の場づくり、美
しく快適な空間の創出などに取り組む
こととする。また政策の目標のねらい
と取り組みの進捗状況をわかりやすく
示すため、指標の設定に向けて検討を
進めるとともに、基本計画のもと、優
先的・重点的に取り組む施策・事業を
示す短期計画を17年度中に策定する。

道頓堀川の水辺整備は
遊歩道整備については、第１期事業

区間（湊町～上大和橋間）の平成22年度
の完成を目標に、厳しい財政状況の中、
選択と集中を行い、進めていく必要があ
ると考えている。道頓堀川人道橋につい
ては、17年度には詳細設計を行い準備
工事に着手する予定であるが、川・橋を
利用した話題づくりは水都再生プロジェ
クトの重要な課題であり、アイデア募集も
行い、デザイン等も創意工夫して道頓堀
川の新たな名所をめざしていく。

交通事業の今後の事業運営は
特に厳しい経営状況にあるバス事

業において、平成17年４月より長吉営
業所の管理委託を行い、さらなるコス
ト縮減に努めるとともに、今後、事業
規模の２分の１までを視野に入れた管
理委託の拡大を検討する。また本年７
月よりＯＴＳ線の料金値下げを実施す
るとともに、18年３月にＩＣカードシ
ステムを導入する。また、御堂筋線に
おける新大阪折り返しの増発について
も17年度中の実施に向け検討する。

答

問

答

問

答

問

○食の安全・安心の確保に関する意見書
○パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書

（以上、平成17年３月１日可決）
○乳幼児医療費助成制度の創設等を求める意見書
○最低賃金制度に関する意見書
○大阪厚生年金病院の機能維持に関する意見書
○市政の信頼回復に関する決議　　　　　　（以上、平成17年３月29日可決）

可 決 さ れ た 意 見 書 ・ 決 議

各会派の代表質問、常任委員会での論議については、詳しくは後日作成さ
れます会議録、委員会記録をご覧下さい。作成された記録は、市会図書室内
の市会情報コーナー（市役所７階）や市立中央図書館などのほか、大阪市会
ホームページ（http://www.city.osaka.jp/shikai/）でもご覧いただけます。

中期財政収支見通しは
市税収入や扶助費等を最新のデー

タに置き換えて見込むとともに、職員
厚遇問題等に伴う総人件費の削減や阿
倍野再開発事業の影響も織り込む。さ
らに監理団体への委託料を３年間で
20％削減、公共事業を４年間で20％削
減等の今後の達成目標を反映させるほ
か、特定調停等については内容が明確
になった段階で速やかに反映させる。
市政改革の議論に資するものとして４
月に公表できるよう作業を進める。

子どもの学力・読解力の向上は
週２回程度、放課後に図書室等で

自主的な学習を支援する「放課後チャレ
ンジ教室」を小学校24校で試行実施し、
自学自習の習慣づくりに努める。また市
立図書館でボランティアによる読み聞か
せを行う読書環境整備事業を17年度か
ら全区で行う予定であり、学校では昼
休み等を利用した｢読書タイム｣の設置
等を行う。また、広く市民の意見を聞き
ながら、大阪市子ども読書活動推進計
画を17年度中に策定する。

保育所待機児童の解消は
就学前児童の保護者を対象に調査

を実施し、平成21年度の保育目標量を
４万431人と推計した。17年度において
は、民間保育所の新設・増改築、駅前分
園の整備、公立保育所の増改築で、計
約870人の入所枠拡大を図る。今後、低
年齢児を中心とした入所枠の拡大や、
一時保育等の多様な保育サービスの拡
充、保育所地域子育て支援センター事業
等、総合的な子育て支援策の推進にも
努めながら計画的に取り組んでいく。

答

問

答

問

答

問

総額４兆４,０７４億６００万円

自由民主党・市民クラブ
有本純子議員

自由民主党・市民クラブ
杉本末広議員

民主党・市民連合
小林道弘議員

公　明　党
高橋諄司議員

日本共産党
山中智子議員

〔 〕
その他の質問項目
「負の遺産」の抜本的な対策、監理団体、
職員の厚遇問題、生活保護の適正化、同
和行政、子育て施策、文化の振興　など 〔 〕

その他の質問項目
市政改革にあたっての基本姿勢、ホームレ
ス・あいりん対策、第三セクター問題、市民
自治、教育問題、大阪経済の活性化　など 〔 〕

その他の質問項目
大阪駅北地区の開発、観光振興、市政運
営方針、行財政改革、福祉・医療施策、地
下街の浸水対策、環境対策　など

〔 〕
その他の質問項目
大阪市の再建に向けた市長の覚悟、都市計画
道路整備の考え方、自然や動物と楽しめる公
園の整備、保健・医療施策の推進　など

〔 〕
その他の質問項目
子育て支援、高齢者施策、障害者支援、
雇用問題、震災対策、スーパー中枢港
湾と夢洲開発、職員厚遇問題　など

〔 〕
その他の質疑項目
公益法人の統合・再編の方針、新たな行財政改革
計画の早期策定、地域防災力の向上策、災害ボラ
ンティアの支援、若年者の雇用対策　など

〔 〕
その他の質疑項目
子どもの安全対策、中高一貫教育校、観光産業の振興、
大阪経済の活性化、中央卸売市場の収支改善と東部市
場の再整備、市立大学の独立行政法人化　など

〔 〕
その他の質疑項目
介護保険制度改革への対応、障害者施策、児童虐待、国
民健康保険、生活保護受給者の就労自立支援、ホーム
レス・あいりん対策、ごみの減量・リサイクル　など

〔 〕
その他の質疑項目
大阪駅北地区の開発、大阪ドームの再建、建築物
の安全性の確保、テロ等特殊災害対策、放火防止
対策、子育て世帯向けの住宅施策　など

〔 〕
その他の質疑項目
クリスタ長堀の再建計画、道路公社・土地開発
公社問題、阿倍野再開発事業、大阪臨海部の活
性化、環境問題への取り組み、浸水対策 など

〔 〕
その他の質疑項目
フェスティバルゲート事業の再生、オスカードリ
ームの今後のあり方、敬老優待乗車証のＩＣカー
ド化、水道事業の今後の事業運営　など

市 会 の 動 き
［3 月定例会］
2/22（火） 招集告示
24（木）・25（金） 常任委員会（事前調査、請願書・陳情書の審査）
3/１（火） 本会議〈開会〉（予算案等の市長説明など）
３（木） 本会議（代表質問）
４（金） 本会議（代表質問）
７（月） 常任委員会（説明など）
８（火） 常任委員会（実地調査）
11（金）・14（月）～17（木） 常任委員会（質疑） 17日は財政総務委員会、計画消防

委員会のみ
24（木）・25（金） 常任委員会（事前調査、請願書・陳情書の審査）
29（火） 常任委員会（態度決定）

本会議〈閉会〉（予算案等の可決など）

法律に基づき１学級40人を基本
として編制しており、府の基準に従っ
て、小学校１・２年生の35人学級編制
計画を進めるとともに、習熟度別少人
数授業のさらなる充実を図る。また、中
学校昼食については、弁当持参を基本
としており、持参できない生徒に対応
して昼食事業の試行を２校で実施して
いる。引き続き「小・中学生の健やかな
成長のための昼食のあり方に関する研
究会」の中で総合的に議論をしていく。

答

常任委員会での主な論議  
　6常任委員会において、各委員が予算案等に対する様々な論
議を交わしました。（質疑日程については、Ｐ4｢市会の動き｣
参照）その内容を各常任委員長の審査報告をもとに紹介します。 

文教経済委員会

計画消防委員会

民生保健委員会

建設港湾委員会

交通水道委員会

附　帯　決　議

本市の厳しい財政状況の中、給与・福利厚生制度に関わる市民の不信感が

頂点に達している。市民の信頼を回復するためには、給与・福利厚生制度の

抜本的改革が焦眉の急である。

制度改革に当たっては市民の理解が不可欠であり、情報公開を原則に本市

が主体的に説明責任を果たしながら、議会と緊密に連携を図りつつ改革して

いく必要がある。

また予算執行に当たっては、法令遵守はもとより、支出内容の必要性・妥

当性、支出額の適正性をあらためて厳格に精査し、経費の削減及び適正執行

の確保に最大限努められたい。

市会の構成〔会派別議員数〕
定　数　89人

自由民主党・市民クラブ民

主 党 ・ 市 民 連 合

公 明 党

日 本 共 産 党

超党NOW －New Osaka Way－無

所 属 議 員 団

無 所 属

34人

20人

19人

13人

1人

1人

1人

（平成17年４月21日現在）

市政改革本部において、どのよ
うに改革を進めていくのか

４月から設置する改革本部は、
この２年間で改革を成し遂げる実行
部隊であり、市長自ら本部長として
先頭に立ち全精力を傾注していく。
改革本部には、諮問会議及び福利厚
生制度等改革委員会の委員に引き続
き参画していただくなど、外部の有
識者に積極的に参加を求めるととも
に、４つの部会においては検討テー
マに沿った人材を登用する。改革を
進めるにあたっては、職員一人一人
の意識改革が何よりも重要であり、
市民サービスを通じて、自らの仕事
を根本から見直し、市民の喜びを自
己の喜びと思えるような職場環境を
つくり上げ、全職員が一丸となって
改革を実行していく。

今般の見直しに伴い計上された
福利厚生事業調整費の内容は

福利厚生事業調整費は、市が事
業主の責務として行うべき事業を実
施するための予算であり、予備費的
な意味合いで計上したものである。
現在、改革委員会で各種事業を精査
しており、今後の改革本部の議論も
踏まえ、必要とされた事業について
は議会の承認を得るとともに、市民
にも公表した上で事業化し、経費を
執行していく。
給与制度の見直しは
17年度予算においては、総務省

指摘の特殊勤務手当の廃止により、
全市ベースで45億2,500万円の減と
なっている。他の特殊勤務手当につ
いても、内容の点検・精査を行い、
改革本部における議論を踏まえ、必
要なものは措置し、見直すべきもの

答

問

答

問

答

問 は見直していくなど今年の秋頃まで
に総点検の結果を公表していく。
勤勉手当への成績率の導入につい
ては、職員の士気の高揚や公務能率
の向上につながるものと考えてお
り、公平性、客観性を有した評価手
法の整備を行うなど具体の制度整備
を進め、17年度中には導入し、実施
できるよう取り組んでいきたい。
早期退職制度は
55歳から59歳までを対象とし、

退職手当の早期加算も55歳から59
歳まで一定の支給月数の加算があ
り、58歳の加算を最も高く設定して
いる。しかし、国や他の政令指定都
市の多くは50歳からを対象とし、退
職年齢が上がるごとに加算率を減じ
る制度となっており、本市において
も、時代に即した制度の再構築に向
けて、17年度中には制度導入が図れ
るよう検討していく。

コンピューターによる職員の勤
怠管理は

早期実施に向けて仕様の調整を
行っているところであるが、システ
ム設計から運用テストに至るシステ
ムの構築に一定の期間が必要なこと
から、18年度を目途に実施したい。

区役所窓口の時間延長と休日の
開庁は

市政運営方針において市民サー
ビス窓口の時間延長を盛り込んでお
り、若干の検討が必要であるが、新
年度早々から時間延長に踏み切りた
い。また、土曜・日曜の開庁につい
ては、17年度末から18年度初めの
ニーズの多い時期に必要なサービス
が的確に提供できるよう検討してい
く。

答

問

答

問

答

問

市政改革、福利厚生・人事給与制度に関して

昨年末からの超過勤務問題や職員厚遇問題によって失墜した市政に対する
市民の信頼をいかに回復していくかという観点から、市政改革の方向性や福
利厚生・人事給与制度全般について、各委員から多くの質疑がありました。

大阪市会は、12月26日に発生したスマトラ沖地震及び３月20日に発生した
福岡県西方沖地震により甚大な被害が発生している状況に鑑み、被災者を支
援し復興に寄与するため、関係国・市に対し義援金の贈呈を行いました。

〔 〕


